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戸
籍
は
、
結
婚
し
た
こ
と
や
親

子
の
関
係
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
大

切
な
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
他
人
が
不
正
に
取

得
し
た
り
、
ウ
ソ
の
届
出
を
し
て

戸
籍
に
真
実
で
な
い
記
載
が
さ
れ

た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

戸
籍
窓
口
で
の
「
本
人
確
認
」
が

法
律
上
の
ル
ー
ル
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、「
本
人
確
認
」
を
行
う

た
め
、
運
転
免
許
証
や
写
真
付
き

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
の
証

明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手

段
で
戸
籍
証
明
書
の
発
行
を
受
け

た
場
合
は
、
刑
罰
（
30
万
円
以
下

の
罰
金
）
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
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詳しくは、前橋地方法務局　1027－221－4466、または役場住民係　124―5111（内線21）まで
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子
ど
も
教
室
を
運
営
す
る
安
全

管
理
員
さ
ん
を
募
集
し
ま
す
。

特
に
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
と
一
緒
に
遊
ん
で
み
た
い

人
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。（
※

毎
週
で
な
く
て
も
、
で
き
る
時
だ

け
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）

地
域
と
家
庭
と
学
校
、
み
ん
な

で
力
を
合
わ
せ
て
、
心
豊
か
で
た

く
ま
し
い
昭
和
村
の
子
ど
も
を
育

て
ま
し
ょ
う
。

■
実
施
期
間
お
よ
び
場
所

平
成

20
年
５
月
か
ら
平
成
21
年
３
月
ま

で
、
午
後
３
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
長
期
休
業
中
、
休
日
は
除
く
）

・
東
小
学
校
…
毎
週
金
曜
日

・
南
小
学
校
…
毎
週
金
曜
日

・
大
河
原
小
学
校
…
毎
週
木
曜
日

■
募
集
人
数

・
東
小
学
校
…
15
名
程
度

・
南
小
学
校
…
20
名
程
度

・
大
河
原
小
学
校
…
10
名
程
度

■
謝
金

一
回
　
１
　
８
０
０
円

■
保
険

普
通
傷
害
、
損
害
賠
償

責
任
保
険
に
主
催
者
負
担
で
加
入

予
定

■
申
し
込
み

教
育
委
員
会
ま
で
、

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た
は

直
接
お
い
で
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

教
育
委
員
会
事

務
局
　
1
２
４
―
５
１
２
０
　
5

２
４
―
５
２
１
３
　
メ
ー
ルkyo

iku
@
vill.sh

o
w
a.gu

n
m
a.jp

お 知 ら せ

安
全
管
理
員
を
募
集

村
で
は
、
平
日
の
放
課
後
に
各
小
学
校
で
子
ど
も
教
室
を
行

い
ま
す
。

昭 和 村 長 選 挙 の お 知 ら せ
任期満了による昭和村長選挙の投票および開票が、５月18日（日）に行われます。
昭和村の未来を託す大切な選挙です。棄権することなく、投票しましょう。

◎詳しいお問い合わせは、昭和村選挙管理委員会　1２４－５１１１まで

※投票所の閉鎖時刻が２時間繰り上げとなりますのでご注意ください。

昭和村村長選挙　 告 示 日　５月１３日（火）
投・開票日　５月１８日（日）

投票所及び投票時間

第１、２、５、６投票所　　午後６時　閉鎖
第３、４、７、８投票所　　午後５時　閉鎖

投 票 区 名
第１投票所
第２投票所
第３投票所
第４投票所
第５投票所
第６投票所
第７投票所
第８投票所

地 域 活 性 化 セ ン タ ー
入 原 公 民 館
永 井 住 民 セ ン タ ー
赤 城 原 区 民 館
昭 和 村 公 民 館
構 造 改 善 セ ン タ ー
大 河 原 小 学 校 体 育 館
生 越 住 民 セ ン タ ー

午前７時　～　午後６時
午前７時　～　午後６時
午前７時　～　午後５時
午前７時　～　午後５時
午前７時　～　午後６時
午前７時　～　午後６時
午前７時　～　午後５時
午前７時　～　午後５時

投 　 　 票 　 　 所 投 　 　 票 　 　 時 　 　 間

，

▲
▼子どもたちと一緒に遊んでみませんか


